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平成２１年度 第２０回人事委員会会議結果

１ 開催日時

平成２１年１０月３０日（金）午前１１時０８分～２９分

２ 開催場所

人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階）

３ 出席者

【人事委員】

委 員 長 曽 我 紀 厚

委 員 髙 橋 敬 一

委 員 佐 蔵 絢 子

【事務局職員】

事務局長 西 山 秀 雄 次 長 加賀田 啓

任用課長 西 尾 孝 之 給与課長 稲 田 将

副 主 幹 懸 樋 順 一 副 主 幹 松 本 秀 樹

副 主 幹 川 口 豊 長

【傍聴者】 なし

４ 議 題

議案第１号 平成２１年度鳥取県職員採用試験（身体障害者対象・高校卒業程度）の採

用候補者の決定について

議案第２号 人事委員会規則及び通知の一部改正について

議案第３号 労働基準法第４１条の規定に基づく宿直勤務の許可について

５ 会議の公開・非公開

議案第１号を非公開とした。

６ 議 事

（１）議案第１号

平成２１年度鳥取県職員採用試験（身体障害者対象・高校卒業程度）の採用候補者の決

定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

① 実施結果

職 種
採 用

予定者数
申込者数

第１次試験

受験者数

第１次試験

合格者数

第２次試験

受験者数

採 用

候補者数

受 験

競争率

(A) (B) (A/B)

一般事務
名程度

３

名

１１（８）

名

１１（８）

名

６（４）

名

６（４）

名

３（３）

倍

３．７

※採用予定者数は平成２１年１０月３０日現在のもの。

※表中の（ ）は女性の内数。
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② 試験日程

試 験 日 ９月２０日（日）

試 験 会 場
鳥取会場：県庁会議室

米子会場：米子コンベンションセンター会議室

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）

第
１
次
試
験

合 格 者 発 表 日 １０月２日（金）

試 験 日 １０月２０日（火）

試 験 会 場 県庁会議室

試 験 種 目 作文試験、人物試験（個別面接）、適性検査

第
２
次
試
験採用候補者発表日 １０月３０日（金）

③ 採用予定時期 平成２２年４月１日

（２）議案第２号

人事委員会規則及び通知の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

いずれも適時に改正していなければならなかったものの改正漏れが判明し、改正しようとす

るもの。

①規則及び通知の名称

【規則】管理職員等の範囲を定める規則

【通知】特殊勤務手当の運用について

②改正概要

（１） 管理職員等の範囲を定める規則

次の職員を管理職員等から除く。

機関 職員

知事の事務部局 本庁 院長 分場長

次の職員を管理職員等に加える。

機関 職員

本庁 医療政策監知事の事務部局

総合事務所 日野総合事務所県民局庶務会計チームのチーム長

主幹（庶務に関する事務を行う主幹に限る。）

会計管理者 審査出納課の主幹

（施行日：公布日）

（２）「特殊勤務手当の運用について」の一部改正

・通知中「航海手当」に係る規定を削る。

（施行日：公布日）

（３）議案第３号

労働基準法第４１条の規定に基づく宿直勤務の許可について、事務局が説明し、原案の

とおり許可した。

【説 明】

新型インフルエンザ対応ということで、５月から３ヶ月ごとに既に２回許可しているもの

で、その申請内容とまったく同じものである。宿直勤務は職員の労働条件に関するものなの

で、その都度組合協議が必要となるということで、３ヶ月ごとに許可申請が提出されている
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ものである。

実績については、５月に１ヶ月だけ宿直実績があったが、それ以降は実績がない。

緊急事態に対応しなければならない場合を想定して、宿直勤務の許可を申請してきたもの

であり、宿直要件にも合致しているので、許可しようとするものである。

①許可の要件

（１）宿直の勤務の態様が労働密度の薄いものであること。

（２）一定額以上の宿直手当が支払われること。

（３）宿直勤務については、週１回を限度とすること。

（４）宿直勤務については、相当の睡眠設備が設置してあること。

②申請の内容

（１）目的

平成１５年度に許可済みである「災害及び事件、事故等に対する２４時間災害等初動体

制」にかかる宿直勤務について、平成２１年１１月から平成２２年１月の間における新型

インフルエンザ対応に係る宿直勤務に限り１回の宿直員数を１名から３名に増員する。

なお、日直勤務（勤務体制は１名）については平成１５年度に鳥取県知事、教育委員会

教育長に対して許可した内容から変更はない。

新型インフルエンザ対応に係る宿直体制は３人体制で、うち１名は必ず防災局

職員、残りの２名を課長又は課長補佐が宿直勤務を行う。

（知事部局以外の申請が２名となっているのは、残りの２名いずれも当該任命権者

の職員となる可能性があるため。）

③宿直の勤務の態様

電話対応など一般的な待機業務

④宿直対象者

対象員数対象職員

男性 女性

防災局 全職員 ２８名 ２６名 ２名

知事部局 ３５９名 ３３０名 ２９名

教育委員会事務局 ３３名 ３０名 ３名

監査委員事務局 １５名 １４名 １名

人事委員会事務局

課長又は課長補佐（課

長級・補佐級を含む）

３名 ３名 ０名

防

災

局

以

外 合 計 ４１０名 ３７７名 ３３名

宿直勤務の対象職員は男性のみ

⑤勤務時間

区分 宿直勤務の開始及び終了時刻

平日及び休日 午後５時１５分～翌日午前８時３０分

⑥一定期間における宿直の回数と１回の宿直手当

一定期間における宿直の回数 宿直手当

許可条件：週１回を限度

防災局職員（１人当たり週０．２７回）

防災局職員以外（１人当たり週０．０４回）

４，２００円

⑦睡眠設備

防災待機室（畳の間１０畳）に寝具２組と簡易ベッド２組の合計４組を設置。

冷暖房設備あり。



- 4 -

７ 次回の人事委員会の開催

平成２１年１１月１０日（火）午前１０時から開催することとした。


